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 ～災害時に発生する廃棄物処理の実効性を向上～ 

４事業者団体等と災害時に発生する廃棄物の 

処理に関する協定を締結 

と き ３月 27日（金） 

と こ ろ 練馬区役所（豊玉北 6-12-1） 

27日、区は４事業者団体等（東京都環境衛生事業協同

組合練馬区支部、練馬区リサイクル事業協同組合、一般

社団法人 東京都産業資源循環協会および江戸鉄株式

会社）と災害時に発生する廃棄物の処理に関する各種協

定を締結した。 

災害時に発生する廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理

するためには、事業者の協力が欠かせない。 

今回の協定では、相手方に応じ、車両等の供給、仮置場の監理・運営、資機材（敷鉄板）

の供給について、協力体制を構築し、災害時に発生する廃棄物の処理の実効性を向上する。 

 

【協定の締結先・主な協力内容】 

締結先 主な協力内容 

・東京都環境衛生事業協同組合練馬区支部 

・練馬区リサイクル事業協同組合 

・災害時における粗大ごみ一時置場の 

監理・運営 

・災害時における車両等の供給 

一般社団法人 東京都産業資源循環協会 ・災害時における一次仮置場の運営 

江戸鉄株式会社 
 

・災害時における資機材（敷鉄板）の供給 

 

 

【問合せ】練馬区 清掃リサイクル課 計画調整係   電話：０３－５９８４－１０９５ 

▲協定締結式の様子 
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